
 

 

令 和 ８ 年 度 

徳  島  市 

施設等利用給付認定申請のてびき 

【２・３号認定用】 

 

＜令和 8年度 施設等利用給付認定申請の受付期間・場所＞ 

認 定 希 望 日 受 付 期 間 

令和８年４月1日～ 
令和７年12月１日（月曜） 

～ 令和８年1月 2３日（金曜） 

※ 左記期間後についても、施設等の利

用開始日までは申請できますが、結果

通知に時間を要する場合があります。 

令和８年４月２日～ 施設等の利用開始日まで 

申 請 の 受 付 場 所 

■ 幼稚園を利用中（利用予定）の児童：利用中（利用予定）の施設 

■ 上記以外の施設等を利用中（利用予定）の児童：子ども保育課（ふれあい健康館 3階） 

受 付 に 係 る 注 意 事 項 

■ 受付時間は、子ども保育課の開庁時間内、各施設の開所時間内となります。 

■ 本市居住者で市外施設を利用している場合は、受付場所は上記区分に関わらず、子ども保育課となります。 

■ 本市外居住者は、居住地の市区町村役場で申請してください。 

結 果 通 知 の 時 期 

■ 令和８年4月 1日からの認定希望者：令和８年3月下旬頃に発送予定 

■ 上記以外の認定希望者：申請から 1 カ月程度 

申 込 に 必 要 な も の 

□ 施設等利用給付認定申請書（記入例 P8）※申請児童1人につき 1部必要 

□ 個人番号提供書 ※世帯員全員のマイナンバーを記入 

□ マイナンバーの確認書類（マイナンバーカード等）、本人確認書類（顔写真付きの証明書） 

・ 利用施設に提出する場合：申請書上の保護者の確認書類をコピーし、密封した状態で提出 

・ 子ども保育課に提出する場合：上記のコピーは不要（その場で本人確認等を実施） 

□ 保育の必要性認定の書類（家庭で保育ができないことを証明する書類）※父母の分のみ（詳細は P3） 
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１ 申請の流れについて 

令和 8年度 施設等利用給付認定申請の流れについては、次のとおりです。 

 

申請保護者  利用施設※  市 子ども保育課 

施設・事業の利用開始日までに申請 
 

申請受付 
 

認定申請を受理 
  

      

    
書類審査 

      

結果通知の受領 

(申請受付月の下旬～次月の下旬頃) 

   
認定通知または却下通知を 

施設経由または郵送 
   

 

■ 令和 8年 4月 1日からの認定希望者の申込時期・結果通知日は、表紙をご覧ください。 

■ 障害児の発達支援の無償化については、認定申請は不要です。 

■ 認定こども園の幼稚園部分や幼稚園以外の施設を利用中の方は、子ども保育課で申請してください。

（審査結果については、直接郵送で通知します。） 

 

 

２ 施設等利用給付認定（２・３号認定）について 

○ 認定区分 

施設等利用給付認定の区分については、次のとおりです。 

利用施設 利用状況等 施設等利用給付認定の区分 

私立認定こども園 

幼稚園 

■ 1 号認定(幼稚園部分)を利用中 

■ 預かり保育を利用中 

■ R8.４.1 時点で 0～2歳の児童(※) 

→ 施設等利用給付認定（3号） 

■ R8.４.1 時点で 3~5歳の児童 

→ 施設等利用給付認定（2号） 

認可外保育所、一時預かり、

病児保育事業、ファミリー・サ

ポート・センター等 

R８.4.1 時点で 0~2 歳の児童(※) 施設等利用給付認定(3 号) 

R８.4.1 時点で 3~5 歳の児童 施設等利用給付認定(2 号) 

※ 3 号認定を受けることができるのは、市町村民税非課税世帯に限ります。 

 

＜参考（年齢による認定区分例）＞ 

■ R８.4.1 時点では 2歳児だったが、5月に満 3歳となった → 3号認定 

■ R８.4.1 時点で既に 3歳児以上であった → 2号認定 
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○ 施設等利用給付認定の認定要件と有効期間 

施設等利用給付認定を受けることができる保護者は、次のいずれかの要件（保育を必要とする事由）

に該当する方です。（各要件の該当可否については、提出書類に基づき、徳島市が審査します。） 

なお、認定要件ごとに有効期間が異なりますので、ご注意ください。 

※１ 就労には、育児休業の終了や就労の内定を含みます。（これらの認定開始可能月は、次のとおりです。） 

■ 育児休業の終了日（就労開始日の前日）が各月の１４日以前：前月 1日から認定が可能 

■ 育児休業の終了日〃就労の開始予定が各月の   １５日以降：当月 1日     〃 

 

※2 「施設等の利用希望日が属する月が、出産月またはその前後２カ月の間に該当する場合」は、産前休暇

の開始日に関係なく、必ず妊娠・出産の要件での認定となります。 

 

※３ 育児休業期間は、本来は保育が必要な状態ではありませんが、現に施設等を利用中の児童（上の子）

がおり、妊娠・出産の認定期間が経過した後に（下の子の）育児休業を取得する場合で、かつ、次の要件

を満たす場合にのみ、当該児童（上の子）の継続利用を認めています。また、在園証明書（利用開始日

の確認できるもの）が必要です。 

■ 取得する育休の期間が「生まれた子の１歳の誕生日の前日まで」である場合かつ、現在籍園を継続利用

する場合（育児休業期間中に転園した場合、認定は取り消しとなります） 

   なお、「生まれた子の１歳の誕生日の前日まで」育休を取得し、下の子の入所選考の結果、育休終了

月（終了前月の場合もありますので就労先にご確認ください）に入所できなかった場合は、下の子の入所

不可の結果をもって最長半年間の育休延長を行うことで、上の子の育休中の継続利用の認定について、

延長可能となります。 

※４ 認定開始日は認定申請日（すべての必要書類が不備なく窓口等で受理された日）より前にさかのぼるこ

とができません。認定開始日以前の施設等利用料は無償化対象とはなりませんので、ご注意ください。 

認 定 要 件 
（保育を必要とする事由） 

認 定 の 有 効 期 間 

2 号認定 3 号認定 

就労（月64時間以上）※１ 小学校就学前まで 満3歳に達した後の最初の3月 

保護者の疾病・障害  31 日まで 

親族の介護・看護 
 

(３→２号の切り替えは手続不要) 

災害復旧 
  

虐待・ＤＶ 

妊娠・出産 ※２ 出産予定月（出産済の場合は出産月）とその前後２カ月 

求職中 認定開始日から３カ月 

就学中（職業訓練含む） 保護者の卒業・修了予定月の月末まで 

育児休業中の継続利用 ※３ 
育児休業の取得期間（ただし、育児休業の対象となる児童が満１歳に達

する日の属する月末までを限度） 

※ 在園証明書（利用開始日の確認できるもの）が必要 

その他 
（特に保育の必要性が高い場合等） 

認定期間は個別に判断 

○ 有期契約での就労や、疾病の療養見込み期間等が

ある場合は、その期間内のみの認定となります。 
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３ 申請に必要なもの（すべての申請児童に必要な書類） 

□ 施設等利用給付認定申請書（記入例：P8） 

※ 申請児童 1人につき 1 部必要です。 

□ 個人番号提供書 

※ 世帯員全員のマイナンバーを記入してください。（複数児童の申請をする際は、1 部原本があれば、他の申

請児童はコピーで代用可能です。） 

※ 申請受付の際には、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類（顔写真付きの証明書）が必要です。 

□ 保育の必要性認定の書類（父母が家庭で保育できないことを証明する書類） 

 ※ 申請児童の父・母に最も当てはまる、証明日が直近３カ月以内の「保育の必要性認定に必要な書類（＝

保育を必要とする事由に該当することを証明する書類）」を提出してください。 

＜保育の必要性認定の書類 一覧＞ 

認定要件 必要書類 
チェック欄 

父 母 

就労 ■ 就労証明書★（証明日が直近 3 カ月以内のもの） 

※ 育休明けの場合は、「育児休業」・「復職(予定)年月日」の各欄ヘの記載が必要 
□ □ 

妊娠・出産 ■ 母子手帳（表紙及び出産予定日が記載されたページの写し） □ □ 

保護者の 

疾病・障害 

■ 疾病証明書★、医師の診断書、身体障害者手帳等の写し など 
□ □ 

親族の 

介護・看護 

■ 介護・看護状況申告書★ 
□ □ 

災害復旧 ■ 罹災証明、就労証明書★ など □ □ 

求職中 ■ 求職活動状況申告書★（ハローワークカードの写し等を添付） □ □ 

就学中 ■ 就学状況申告書★（在学証明書、学生証等の写しなど、在学期間が記載され

たものを添付） 
□ □ 

虐待・ＤＶ ■ 保護証明、県こども女性相談センター等の証明書 など □ □ 

育児休業中の

継続利用 

■ 就労証明書★（証明日が直近３カ月以内のもの ※「育児休業」・「復職(予定)

年月日」の各欄ヘの記載が必要） 

■ 在園証明書（利用開始日の確認できるもの） 

□ □ 

その他 ■ 施設等利用給付認定を必要とすることを証明する書類 □ □ 

備 考 

※１ 複数児童の申請をする場合は、１部原本があれば、他の申請児童はコピーで代用可能です。 

※２ 上記以外にも、保育の必要性認定に必要となる書類提出をお願いする場合があります。 

※３ ★印の付いた書類の様式は、本市ホームページでダウンロードできます。子ども保育課でも配布しています。（書類

を取り扱っている施設もありますので、ご確認ください。） 
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押印のない就労証明書等に関するお願い 

 前ページの「施設等利用給付認定の申請の際の必要書類」については、行政手続等における市民の負担を軽減

し、利便性の向上を図ることを目的として、令和３年７月以降、押印を不要としました。 

 このことから、上記書類への申請者の押印や、就労証明書等への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明

書・疾病証明書等の内容の正確性を確保するため、その記載内容に疑義がある場合等は、子ども保育課から事

業所等に内容確認を行う場合がありますので、予めご了承ください。 

 

＜押印がない証明書への添付書類について＞ 

 会社や医療機関等から、押印がない証明書と併せて、次の書類等の交付を受けている場合は、証明書とともに

提出してください。（証明書以外に特に交付されていない場合は、添付なしで結構です。） 

 ■会社や医療機関等から、保護者に交付したことがわかる書類（＝メール受信画面、FAX 送信票の写し、郵

送・受け渡しの際の封筒 等） 

！ご注意ください！（就労証明書等の無断作成・改変について） 

 事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行った場

合は、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪、または電磁的記録

不正作出罪が成立し得るものとなります。 

 また、これら無断作成や改変が判明した場合は、認定を取り消します。 

 

 

４ その他の必要な書類（一部の申請児童に必要な書類） 

次の世帯状況に当てはまる方は、次の必要書類を申請書と併せて提出してください。 

※ 複数児童の申請をする際は、1 部原本があれば、他の申請児童はコピーで代用可能です。 

※ 下記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。 

 

 

世帯状況 必要書類 

令和８年4月～8月認定希望で、父母が令和７

年 1月 1日に本市に住民票がない場合 

（3号認定申請のみ） 

■ 令和７年度 市区町村民税 所得課税証明書 

令和８年9月～令和９年3月認定希望で、父母

が令和８年 1月 1日に本市に住民票がない場合 

（3号認定申請のみ） 

■ 令和８年度 市区町村民税 所得課税証明書 

認可外保育施設を利用している児童で、認可保育

施設の申込をしていない場合 

■ 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書 
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＜その他の必要な書類（一部の申請児童に必要な書類）続き＞ 

ひとり親世帯である場合 次のいずれか１つ 

■ 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）の写し（証明日が

直近３カ月以内のもの） 

■ ひとり親家庭等医療費受給者証の写し（最新のもの） 

■ 児童扶養手当受給者証の写し（最新のもの） 

 

５ 認定決定後の注意点について 

○ 無償化給付について 

＜給付対象・支給限度額＞ 

幼児教育・保育の無償化の対象となるのは、施設の利用料に限ります。（日用品、文房具、行事参加

費、食材料費、通園送迎費等、実費として徴収される費用は給付対象となりません。） 

支給限度額は、次のとおりです。 

 

 

■ 支給限度額（幼稚園・認定こども園の幼稚園部分の預かり保育を利用中の方） 

 

 

 

 

 

■ 支給限度額（前項以外の認可外保育施設等を利用中の方）＞ 

 

 

 

 

 

＜給付の請求について＞ 

無償化給付を受けるためには、別途、給付に係る請求が必要です。 

各施設が発行する「利用料等の内訳を示した領収書の写し」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」

を添付して、子ども政策課（ふれあい健康館３階）へ給付申請書を提出してください。申請書類を審査後、

保護者名義の口座へ振り込みます。（給付申請の詳細については、子ども政策課(電話：621-5244)ま

でお問い合わせいただくか、本市ホームページでご確認ください。） 

なお、利用する施設によって上記以外の方法で給付を行う場合がありますので、あらかじめ利用する施設

に確認してください。 

 

認定区分 限度額 

２号認定 1 日あたり 450円、月額 11,300 円 

３号認定 1 日あたり 450円、月額 16,300 円 

認定区分 限度額 

２号認定 月額 37,000 円 

３号認定 月額 42,000 円 
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○ こんなときは必ず申請してください（認定後に家庭・就労状況等に変更があった場合） 

認定後に申請内容が変更となった場合（＝住所の変更や、家庭・就労状況の変更等があった場合）

は、「施設等利用給付認定変更申請書兼申込事項変更届出書」の提出が必要となりますので、次の表に

記載の証明書類等の添付書類と併せて、速やかに表紙記載の受付場所へ提出してください。（証明書類

等の様式は、本市ホームページ、子ども保育課で取得できます。） 

認定が終了すると無償化給付は受けられなくなりますので、ご注意ください。 

○ 変更の手続きが必要なケース 

変更内容 変更届と併せて必要な書類 

住所の変更 ※１ －（変更届のみ提出が必要） 

氏名の変更（児童・保護者） －（変更届のみ提出が必要） 

保護者の変更 －（変更届のみ提出が必要） 

家族構成の

変更 

離婚 ■ 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）の写し 

婚姻 ■ 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）の写し 

■ 個人番号提供書 

■ 結婚した相手の就労証明書等 

就労状況の

変更 

新たに就職、自営業を開

業、内定→在職のとき 等 

■ 新しい勤務先の就労証明書 

転職、勤務日数の変更等 ■ 変更後の就労証明書 

育休明けで復職 ■ 就労証明書※「育児休業」・「復職(予定)年月日」の各欄ヘの記載

が必要 

疾病・障害 疾病 ■ 疾病証明書 

障害者手帳等の交付 ■ 障害者手帳等の写し 

親族の介護・看護をする ■ 介護・看護状況申告書（医師の証明が必要） 

震災・風水害等の災害の復旧 ■ 罹災証明 または 就労証明書 

虐待・ＤＶ ■ 保護証明、県こども女性相談センター等の証明書 等 

求職活動をする ■ 求職活動状況申告書（求職活動状況が確認できる、ハローワーク

カードの写し等を添付） 

保護者が就学する ■ 就学状況申告書 

■ 在学証明書、学生証等の写しなど、在学期間が記載された

もの 

妊娠・出産する ※２ ■ 母子手帳（表紙及び出産予定日が記載されたページの写し） 

育児休業を取得する ※３ ■ 就労証明書※「育児休業」・「復職(予定)年月日」の各欄ヘの記載

が必要 

■ 在園証明書（利用開始日の確認できるもの） 
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※１ 市外に転出する場合、転出日で認定が終了となります。引き続き認定を希望するには、転出先の市町村

において改めて認定申請の手続きが必要です。（手続きが遅れると無償化給付の受けられない期間が生じるこ

とがありますので、ご注意ください。） 

 

※２ 「施設等の利用希望日が属する月が、出産月またはその前後２カ月の間に該当する場合」は、産前休暇

の開始日に関係なく、必ず妊娠・出産の要件での認定となります。 

     

※３ 育児休業期間は、本来は保育が必要な状態ではありませんが、現に施設等を利用中の児童（上の子）

がおり、妊娠・出産の認定期間が経過した後に（下の子の）育児休業を取得する場合で、かつ、次の要件

を満たす場合にのみ、当該児童（上の子）の継続利用を認めています。また、在園証明書（利用開始日

の確認できるもの）が必要です。 

■ 取得する育休の期間が「生まれた子の１歳の誕生日の前日まで」である場合かつ、現在籍園を継続利用

する場合（育児休業期間中に転園した場合、認定は取り消しとなります） 

 

○ 市立幼稚園一時預かり保育時間の延長利用及び認可外保育施設等の併用につい

て 

 一部の幼稚園（福島幼稚園、助任幼稚園、加茂名幼稚園、八万幼稚園、千松幼稚園、川内北幼稚園、

国府幼稚園）については、一時預かり保育時間が延長（7：30～8：30 と 16：00～18：00）されていま

す。一時預かり保育時間の延長利用ができるのは、当該幼稚園在籍児で、施設等利用給付認定 2号の認定

を受けており、「一時預かり延長保育利用申請書」を在籍園に提出している方です。「一時預かり延長保育利用

申請書」は各幼稚園にあるため、お問い合わせください。また、「一時預かり延長保育利用申請書」に記入した利

用時間を遵守しない場合は、延長の利用許可を取り消すことがあります。 

 なお、当該幼稚園在籍児が認可外保育施設等を併用した場合の施設等利用費は、無償化の給付対象にな

りません。 

 

※   市立幼稚園の夏季休業日中に限り、津田幼稚園、上八万幼稚園、入田幼稚園、応神幼稚園の在籍

児で、施設等利用給付認定２号の認定を受けている方を対象に「一時預かり延長保育利用申請書」を在

籍園に提出していただくことで、上記の一時預かり保育時間を延長している幼稚園（福島幼稚園、助任幼

稚園、加茂名幼稚園、八万幼稚園、千松幼稚園、川内北幼稚園、国府幼稚園）での延長利用ができま

す。ただし、その期間については、認可外保育施設等を併用した場合の施設等利用費は、無償化の給付対

象になりません。 
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６ 記入例（申請書） 
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６ 記入例（就労証明書） 
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〒770-8053 

徳島市沖浜東 2丁目 16 

（ふれあい健康館 3階） 

子ども未来部 子ども保育課 入所・入園係 

ＴＥＬ 088-621-5193  

ＦＡＸ 088-621-5036 

施設等利用給付認定に関するご相談は、下記担当までお願いします。 

※ 本書の内容は、令和 7年 12月時点のものであり、今後、変更となる可能性があります。 


